
昭和30年に現文化庁（当時の文化財保護委員会）と現消防庁（当時の国家消防本部)

が,法隆寺火災の日の1月26日を文化財防火デーと定め，文化財を火災，震災その他

の災害から守るとともに，全国的に文化財防火運動を展開し，国民一般の文化財愛護

に関する意識の高揚を図っています。

１月２６日は　文化財防火デーです

そして

文化財は，我が国の長い歴史の中で誕生し，育まれ，今日まで大切に守り伝えられてきた貴重
なかけがえの無い私達の財産です。

参考元　文化庁

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/
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昭和24年1月26日　　　世界最古の木造建造物だった　奈良県斑鳩町の法隆寺の金堂

が炎上し，この火災により非常に貴重な壁画が焼損してしまったことに由来していま

す。

この火災事件は国民に強く大きな衝撃を与えました。
火災など災害による文化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まり，昭和25年に文化
財保護の統括的法律として文化財保護法が制定されました。

災害から貴重な文化財を守り，守ることの大切さを後世に伝えていくため、

頑張りましょう！
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